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な
お
、
第
一
回
國
会
に
提
出
さ
れ
た
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
れ
ば
、
刑
法
第
五
十
五
條
が
削
除
さ
れ
る
の

で
、
今
後
所
謂
連
続
犯
は
一
罪
と
し
て
処
断
さ
れ
る
と
の
考
か
ら
犯
罪
を
繰
り
返
す
虞
は
な
く
な
る
も
の
と
考
え
る
。 

日
本
國
憲
法
の
施
行
に
伴
う
刑
事
訴
訟
法
の
應
急
的
措
置
に
関
す
る
法
律
は
、
保
釈
制
度
に
つ
き
別
段
の
改
正
を
加
え
な

か
つ
た
が
、
新
憲
法
施
行
以
來
保
釈
制
度
の
運
用
に
お
い
て
も
、
新
憲
法
の
人
権
尊
重
の
精
神
を 

み
、
保
釈
人
員
の
增
加

を
來
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
最
近
の
統
計
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
一
年
一
月
か
ら

昭
和
二
十
二
年
六
月
ま
で
の
水

地
方
裁
判
所
外
二
十
二
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
盗
犯
保
釈
総
人
員
五
、
〇
三
〇
人
中
保
釈

を
取
り
消
さ
れ
た
人
員
は
、
七
二
人
に
過
ぎ
ず
仮
に
そ
の
全
部
を
再
犯
と
仮
定
し
て
も
、
こ
れ
を
同
一
期
間
中
の
全
國
盗
犯

発
生
件
数
一
、
六
九
七
、
〇
八
七
件
、
盗
犯
檢
挙
件
数
七
七
三
、
一
六
〇
件
に
比
較
す
る
と
、
再
犯
の
た
め
保
釈
を
取
り
消
さ

れ
た
人
員
は
、
極
め
て
僅
少
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
必
ず
し
も
、
本
件
質
問
主
意
書
に
掲
げ
ら
れ
た
数
字
に
よ
つ
て
、

全
般
の
傾
向
を
推
論
し
難
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
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然
し
な
が
ら
、
強
竊
盗
等
の
凶
惡
犯
人
が
保
釈
後
同
一
犯
罪
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
治
安
上
看
過
し
得
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
の
で
、
目
下
司
法
省
に
お
い
て
立
案
準
備
中
の
刑
事
訴
訟
法
改
正
法
律
案
に
お
い
て
は
、
十
分
こ
の
点
に
つ
い
て

も
研
究
し
た
い
と
考
え
る
。 

な
お
、
参
考
の
た
め
左
記
保
釈
、
同
取
消
人
員
数
並
び
に
取
消
事
由
調
を
添
附
す
る
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